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藐
姑
射
徳
令
小
伝

木

本

拓

哉

は
じ
め
に

筑
紫
女
学
園
を
創
設
し
た
水
月
哲
英
（
明
治
元
年
﹇
一
八
六
八
﹈
〜
昭
和
二
十

三
年
﹇
一
九
四
八
﹈）
の
著
作
に
『
石
門
先
生
』
が
あ
る（

1
）。
こ
の
書
は
青
年
哲
英

は

こ

や

が
学
び
の
門
を
敲
い
た
修
文
館
の
主
で
あ
る
藐
姑
射
徳
令
（
号
は
石
門
。
享
和
三

年
﹇
一
八
〇
三
﹈
〜
明
治
二
十
五
年
﹇
一
八
九
二
﹈）
の
伝
記
で
あ
る
。

哲
英
は
徳
令
が
黒
木
（
八
女
市
）
に
あ
る
自
坊
光
善
寺
（
真
宗
大
谷
派
）
に
開

い
た
修
文
館
に
明
治
十
六
年
（
一
八
八
四
）
に
入
っ
た
。
修
文
館
は
明
治
十
八
年

（
一
八
八
五
）
の
秋
に
閉
じ
ら
れ
た
の
で
、
哲
英
は
徳
令
の
最
晩
年
の
門
人
の
一

人
と
な
る
。
修
文
館
が
閉
じ
ら
れ
た
後
は
徳
令
の
門
人
で
あ
る
蒲
池
徳
譲
（
号
は

石
言
。
天
保
十
二
年
﹇
一
八
四
一
﹈
〜
大
正
二
年
﹇
一
九
一
三
﹈。
西
念
寺
﹇
八

女
市
広
川
町
、
真
宗
大
谷
派
﹈
の
十
代
住
職
）
が
開
い
た
有
萬
家
塾
（
明
治
十
八

年
﹇
一
八
八
五
﹈
に
開
塾
）
で
学
ん
で
い
る（

2
）。

有
萬
家
塾
で
学
ん
だ
後
は
、
第
五

高
等
学
校
（
現
在
の
熊
本
大
学
）
で
学
び
、
さ
ら
に
東
京
帝
国
大
学
（
現
在
の
東

京
大
学
）
に
進
ん
だ
。

哲
英
は
『
石
門
先
生
』
の
序
文
で
、
徳
令
や
徳
譲
の
他
、
五
高
と
帝
大
で
教
え

か
ず
ひ
さ

を
受
け
た
師
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
徳
令
と
五
高
の
秋
月
胤
永（
文
政
七
年﹇
一

八
二
四
﹈
〜
明
治
三
十
三
年
﹇
一
九
〇
〇（
3
）﹈）
と
帝
大
の
根
本
通
明
（
文
政
五
年

﹇
一
八
二
二
﹈
〜
明
治
三
十
九
年
﹇
一
九
〇
六（

4
）﹈）

に
つ
い
て
、「
嶄
然
削
璧
」
の

山
の
よ
う
で
あ
り
、「
忍
耐
堅
実
、
香
氣
と
節
操
と
を
誇
り
と
す
る
菊
花
」
の
よ

う
だ
と
評
し
て
い
る（

5
）。「
忍
耐
」
や
「
節
操
」、「
誇
り
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し

て
い
る
こ
と
は
、
哲
英
は
徳
令
ら
を
学
問
の
師
と
し
て
敬
っ
て
い
た
だ
け
で
な

く
、
人
生
の
師
と
し
て
も
仰
い
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

徳
令
は
、
広
瀬
淡
窓
（
天
明
二
年
﹇
一
七
八
二
﹈
〜
安
政
三
年
﹇
一
八
五
六（

6
）﹈）

が
日
田
に
開
い
た
咸
宜
園
で
学
び
、
塾
長
ま
で
務
め
た
人
物
で
あ
る
。
淡
窓
が
数

多
い
る
門
弟
の
中
か
ら
十
八
人
に
つ
い
て
詠
ん
だ
七
言
古
詩
「
酔
後
戯
題
」（
文

政
十
年
秋
）
の
一
人
に
も
出
て
き
て
お
り
、
淡
窓
に
と
っ
て
思
い
入
れ
の
あ
る
門

人
の
一
人
で
あ
っ
た（

7
）。
咸
宜
園
で
学
ん
だ
あ
と
、
京
都
で
も
学
び
、
郷
里
に
戻
っ

て
か
ら
は
光
善
寺
の
住
職
を
勤
め
る
傍
ら
、
漢
学
塾
「
修
文
館
」
を
開
い
た
。
生

涯
を
通
し
て
徳
令
は
真
宗
僧
侶
で
あ
り
な
が
ら
漢
学
に
親
し
ん
で
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

こ
の
徳
令
に
つ
い
て
は
広
く
知
ら
れ
て
は
い
な
い
。水
月
哲
英
の『
石
門
先
生
』

は
私
家
版
で
あ
る
の
で
広
く
流
通
し
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
黒
木
町

史
』
も
徳
令
を
取
り
上
げ
て
い
る
が（

8
）、

筑
後
国
柳
川
藩
の
漢
学
は
や
は
り
藩
校
の

一
六
五



伝
習
館
で
あ
り
、
同
じ
く
筑
後
国
久
留
米
藩
の
漢
学
も
や
は
り
藩
校
の
明
善
堂
が

中
心
で
あ
る
の
で
、
徳
令
の
修
文
館
は
田
舎
の
漢
学
塾
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
あ

る
。
ま
た
咸
宜
園
出
身
者
も
幅
広
い
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
の
で
、
徳
令
に
大
き

く
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
咸
宜
園
で

漢
学
を
学
び
、
更
に
漢
学
塾
を
開
い
た
僧
侶
は
稀
有
な
存
在
で
あ
り
、
研
究
す
る

に
値
す
る
人
物
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

徳
令
の
伝
記
に
は
先
に
述
べ
た
水
月
哲
英
の
『
石
門
先
生
』
が
あ
る
。
ま
た
近

年
で
は
後
藤
宗
俊
氏
が
「
広
瀬
淡
窓
と
木
屋
徳
令（

9
）」

に
て
、
徳
令
の
咸
宜
園
時
代

に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
を
も
と
に
、
そ
の
他
の
資
料
を

踏
ま
え
な
が
ら
徳
令
の
略
歴
に
つ
い
て
整
理
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

本
稿
で
は
徳
令
の
生
涯
を
次
の
四
つ
に
分
け
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
幼
少

青
年
時
代
、
咸
宜
園
時
代
、
京
都
学
寮
時
代
、
修
文
館
時
代
の
四
つ
で
あ
る
。
幼

少
青
年
時
代
は
咸
宜
園
に
入
門
す
る
以
前
に
つ
い
て
で
あ
る
。
咸
宜
園
時
代
は
咸

宜
園
で
学
ん
で
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
京
都
学
寮
時
代
は
、
咸
宜
園
で
の
学
び

を
終
え
た
後
に
本
格
的
に
仏
教
教
学
を
学
ん
で
い
た
時
代
で
あ
る
。
修
文
館
時
代

は
、
京
都
か
ら
郷
里
の
八
女
に
戻
り
私
塾
を
開
い
て
い
た
時
代
か
ら
逝
去
す
る
ま

で
と
す
る
。

一

幼
少
青
年
時
代
（
咸
宜
園
入
門
以
前
）

徳
令
は
光
善
寺
第
十
世
法
音
（
法
雲
と
も
。
宝
暦
十
二
年
﹇
一
七
六
二
﹈
〜
天

保
四
年
﹇
一
八
三
三
﹈）
と
母
貞
信
と
の
間
に
、
七
人
兄
弟
の
三
男
と
し
て
生
ま

れ
た
。
そ
の
光
善
寺
は
八
女
市
黒
木
町
に
あ
る
真
宗
大
谷
派
の
寺
院
で
あ
る
。
光

善
寺
の
木
屋
家
は
黒
木
氏
の
流
れ
を
汲
ん
で
お
り
、
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）
ご

ろ
に
鹿
児
島
県
肝
付
郡
大
根
占
町
か
ら
黒
木
庄
に
移
っ
て
き
た
調
助
能
を
祖
と
す

る（
10
）。

調
助
能
に
は
三
人
の
子
が
お
り
、
助
俊
が
星
野
氏
を
、
助
宗
が
河
崎（
川
崎
）

氏
を
、
定
善
が
黒
木
氏
を
名
乗
っ
た
。
定
善
か
ら
数
え
て
六
代
目
の
黒
木
善
統
に

は
統
利
と
行
実
と
い
う
子
が
二
人
い
た（
11
）。

こ
の
行
実
こ
そ
が
黒
木
氏
か
ら
分
か
れ

木
屋
姓
を
名
乗
り
、
南
朝
方
の
懐
良
親
王
に
与
し
た
木
屋
弾
正
左
衛
門
尉
調
行
実

で
あ
る
。
行
実
の
孫
の
之
実
に
は
範
実
と
惟
実
と
い
う
二
人
の
子
が
い
た
。
範
実

は
木
屋
家
を
継
ぎ
、
一
方
の
惟
実
が
出
家
し
て
善
明
と
な
り
、
光
善
寺
を
開
基
し

た（
12
）。光

善
寺
の
歴
代
は
初
代
善
明
、
二
代
定
実
、
三
代
定
重
、
四
代
慶
安
、
五
代
了

誓
、
六
代
了
昭
、
七
代
了
思
、
八
代
了
辨
、
九
代
泰
然
、
十
代
法
音
、
十
一
代
雲

秀
、
十
二
代
如
水
で
、
徳
令
が
十
三
代
の
住
職
で
あ
る
。

徳
令
の
父
法
音
は
智
願
寺
（
八
女
市
立
花
町
、
真
宗
大
谷
派
）
か
ら
光
善
寺
へ

入
寺
し
て
い
る
。
十
一
代
雲
秀
（
寛
政
元
年
﹇
一
七
八
九
﹈
〜
文
政
六
年
﹇
一
八

二
三
﹈）
が
長
兄
で
、
十
二
代
如
水
（
徳
冥
・
徳
溟
。
？
〜
嘉
永
元
年
﹇
一
八
四

八
﹈）
が
次
兄
で
あ
る
。

「徳令肖像」
（掛幅装、光善寺蔵）

一
六
六



徳
令
の
幼
名
は
満
江
で
あ
る
。
兄
二
人
が
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
幼
く
し
て

馬
渡
養
拙
（
名
は
良
実
。
？
〜
文
化
十
二
年
﹇
一
八
二
九
﹈）
の
養
子
と
な
っ
て

い
る（
13
）。

こ
の
馬
渡
家
は
光
善
寺
木
屋
家
の
本
家
に
あ
た
り
、
光
善
寺
の
祖
で
あ
る
善
明

（
木
屋
惟
実
）
の
兄
の
木
屋
範
実
が
十
七
代
と
し
て
本
家
の
木
屋
家
を
継
ぎ
、
そ

の
子
孫
が
馬
渡
家
で
あ
る
。
範
実
の
子
の
久
安
の
時
に
一
ノ
瀬
と
姓
を
改
め
る

が
、
二
十
二
代
の
元
実
の
時
に
母
姓
で
あ
る
馬
渡
を
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
。

木
屋
家
二
十
五
代
で
馬
渡
家
四
代
の
馬
渡
道
隆
（
号
は
東
渓
。
寛
保
三
年
﹇
一

七
四
三
﹈
〜
文
化
十
年
﹇
一
八
一
三
﹈）
は
柳
川
藩
の
侍
医
玉
石
氏
に
学
び
、
そ

あ
き
な
お

あ
き

の
後
に
侍
医
と
し
て
登
用
さ
れ
、
第
七
代
藩
主
立
花
鑑
通
、
第
八
代
藩
主
立
花
鑑

ひ
さ寿

に
仕
え
た
。こ
の
道
隆
の
子
が
養
拙
で
あ
る
。養
拙
も
父
と
同
じ
医
業
を
志
し
、

享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
は
父
と
は
別
に
侍
医
と
し
て
登
用
さ
れ
、
立
花
鑑
寿

に
仕
え
た
。
そ
の
後
、
養
拙
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
禄
を
辞
し
、
京
都
に

遊
学
し
た
。
道
拙
が
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
に
没
し
た
こ
と
で
、
再
び
侍
医
と

な
っ
た
が
、
文
化
十
二
年
（
一
八
二
九
）
五
月
に
侍
医
を
辞
退
し
、
上
京
し
て
本

願
寺
執
刀
に
な
っ
た
。
し
か
し
立
花
鑑
寿
の
呼
び
出
し
に
よ
り
帰
郷
す
る
も
、
帰

路
の
途
中
で
没
し
て
い
る
。

こ
の
馬
渡
養
拙
は
初
め
高
山
畏
齋（
名
は
金
二
郎
、
号
が
畏
齋
。
久
留
米
藩
儒
。

享
保
十
二
年
﹇
一
七
二
七
﹈
〜
天
明
四
年
﹇
一
七
八
四
﹈）
の
娘
を
娶
り
、
一
女

を
授
か
る
が
夭
折
し
て
い
る（
14
）。こ

の
高
山
畏
齋
は
久
留
米
藩
の
学
問
所「
学
文
館
」

（
藩
校
明
善
堂
の
前
身
）
を
開
い
た
人
物
で
あ
る
。
馬
渡
家
は
柳
川
藩
の
医
者
、

高
山
家
は
久
留
米
藩
の
学
者
で
あ
り
、
両
藩
の
学
者
に
繋
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
養
拙
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
徳
令
は
、
筑
後
国
の
学
者
の
交
流
を
間
近

で
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

養
拙
は
高
山
畏
齋
の
娘
と
別
れ
た
の
ち
、
高
城
氏
の
娘
を
娶
り
、
実
輝
（
後
に

祖
父
の
名
道
隆
を
名
乗
る
。
文
化
二
年﹇
一
八
〇
五
﹈〜
文
久
元
年﹇
一
八
六
一
﹈）

を
も
う
け
て
い
る
。
養
拙
が
没
し
た
文
化
十
二
年
に
十
歳
に
な
っ
て
い
る
。
実
輝

も
医
業
を
志
し
、
遊
学
し
て
い
る
。
実
輝
没
後
は
、
実
輝
の
子
定
実
が
家
を
継
い

で
い
る
。

馬
渡
家
で
は
寛
政
年
間
か
ら
楽
山
亭
と
い
う
塾
を
開
い
て
い
た（
15
）。文
化
八
年（
一

八
一
一
）
に
定
め
ら
れ
た
塾
定
に
次
の
よ
う
な
項
目
が
あ
る
。

一
、
調
合
之
節
者
、
先
入
門
之
人
、
為
上
席
、
伹
同
日
入
門
之
人
者
、
疎
略

者
、
可
為
下
事

（「
塾
定（
16
）」）

こ
こ
に
は
調
合
の
際
に
は
先
に
入
門
し
た
も
の
を
上
席
と
す
る
と
あ
り
、
こ
れ

に
よ
り
薬
の
調
合
に
関
す
る
指
導
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
塾
は
医

業
を
伝
授
す
る
塾
で
あ
っ
た
。
徳
令
が
養
拙
の
養
子
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

医
者
に
な
り
楽
山
亭
を
運
営
し
て
い
く
こ
と
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。徳

令
十
七
歳
の
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
亀
井
昭
陽
（
名
は
昱
太
郎
、
字
は

元
鳳
、
号
が
昭
陽
。
安
永
二
年
﹇
一
七
七
三
﹈
〜
天
保
七
年
﹇
一
八
三
六（
17
）﹈）

の

塾
に
入
っ
た
。
亀
井
昭
陽
は
亀
井
南
冥
（
寛
保
三
年
﹇
一
七
四
三
﹈
〜
文
化
十
一

年
﹇
一
八
一
四（
18
）﹈）

の
子
で
、
広
瀬
淡
窓
と
広
瀬
旭
荘
（
文
化
四
年
﹇
一
八
〇
七
﹈

〜
文
久
三
年
﹇
一
八
六
三（
19
）﹈）

も
学
ん
だ
福
岡
藩
の
儒
者
で
あ
る
。
亀
井
家
は
も

と
も
と
医
者
の
家
系
で
あ
っ
た
。

光
善
寺
に
は
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
に
亀
井
南
冥
が
「
光
善
精
舎
」
と
揮
毫

一
六
七



し
た
扁
額
が
あ
る
。
光
善
寺
と
亀
井
家
と
の
間
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

『
石
門
先
生
』
に
は
、
馬
渡
養
拙
に
一
子
が
出
来
た
こ
と
を
理
由
に
養
子
が
解

消
さ
れ
、
二
十
歳
の
時
に
生
家
の
光
善
寺
に
戻
っ
た
と
あ
る
。
し
か
し
亀
井
塾
に

入
る
前
の
文
化
十
二
年
に
馬
渡
養
拙
は
没
し
て
お
り
、
徳
令
が
馬
渡
家
の
養
子
に

入
っ
た
時
に
は
す
で
養
拙
に
子
（
実
輝
）
が
い
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

亀
井
塾
か
ら
の
帰
参
の
理
由
は
他
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
い
ず
れ
の
資
料
に
も
徳
令
が
馬
渡
家
に
養
子
に
入
っ
た
こ
と
が
書
か

れ
て
い
る
の
で
、
馬
渡
家
へ
養
子
に
入
っ
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
青
年

期
の
徳
令
に
は
、
医
業
を
学
び
、
藩
主
に
侍
医
と
し
て
仕
え
、
そ
し
て
家
塾
の
楽

山
亭
を
経
営
し
て
い
く
将
来
像
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二

咸
宜
園
時
代

亀
井
塾
か
ら
生
家
の
光
善
寺
に
戻
っ
た
徳
令
は
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
五

月
に
兄
の
徳
冥
と
と
も
に
廣
瀬
淡
窓
の
咸
宜
園
に
入
門
し
た（
20
）。

そ
し
て
、
こ
の
五

月
の
月
旦
評
で
徳
溟
と
と
も
に
入
席
し
て
い
る（
21
）。

入
門
し
た
後
、
徳
溟
と
徳
令
は
た
び
た
び
帰
郷
し
て
い
る
。
文
政
五
年
七
月
四

日
の
『
淡
窓
日
記
』
に
「
徳
溟
、
徳
令
帰
郷（
22
）」

と
あ
り
、
二
人
が
八
女
に
戻
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
八
月
七
日
に
徳
令
の
み
咸
宜
園
に
戻
っ
て
い
る（
23
）。

そ

し
て
こ
の
八
月
二
十
七
日
に
改
め
ら
れ
た
月
旦
評
で
は
一
級
下
に
加
え
ら
れ
て
い

る（
24
）。

二
十
九
日
に
兄
徳
溟
が
咸
宜
園
に
戻
っ
て
き
て
い
る
が（
25
）、

九
月
十
九
日
に
二

人
と
も
帰
郷
し（
26
）、
二
十
五
日
に
二
人
で
咸
宜
園
に
戻
っ
て
い
る（
27
）。
十
月
二
日
に
改

め
ら
れ
た
月
旦
評
で
は
徳
溟
が
客
席
（
準
塾
生
）
に
転
じ
ら
れ
て
い
る（
28
）。

十
月
二

十
七
日
に
改
め
ら
れ
た
月
旦
評
で
徳
令
は
一
級
上
に
加
え
ら
れ
て
い
る（
29
）。

十
一
月

十
三
日
に
徳
溟
が
ま
た
帰
郷
し
た（
30
）。

十
一
月
二
十
六
日
の
月
旦
評
で
徳
令
は
二
級

下
に
加
え
ら
れ
た（
31
）。

そ
し
て
徳
令
も
十
二
月
十
二
日
に
帰
郷
し
た（
32
）。

こ
れ
か
ら
し

ば
ら
く
淡
窓
の
日
記
に
は
徳
令
の
名
は
出
て
こ
な
い
。

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
三
月
九
日
、
光
善
寺
十
世
で
あ
っ
た
長
兄
の
百
城
が

逝
去
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
次
兄
の
徳
溟
が
光
善
寺
の
跡
を
継
い
だ
。

そ
の
後
、
徳
令
は
咸
宜
園
に
戻
ら
な
か
っ
た
た
め
に
文
政
六
年
九
月
二
十
七
日

の
月
旦
評
か
ら
除
名
さ
れ
て
い
る（
33
）。

徳
令
が
咸
宜
園
に
戻
っ
た
の
は
翌
十
月
二
十

三
日
で
あ
っ
た（
34
）。

十
一
月
七
日
の
月
旦
評
で
入
席
し
、
再
び
入
門
し
た
形
と
な
っ

て
い
る（
35
）。

そ
し
て
十
一
月
二
十
七
日
の
月
旦
評
で
原
席
に
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た（
36
）。

そ
の
後
は
順
調
に
進
級
し
、
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
四
月
二
十
六
日
の
月

旦
評
で
三
級
下
に（
37
）、八

月
二
十
六
日
に
三
級
上
に（
38
）、十

月
二
十
七
日
に
四
級
下
に（
39
）、

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
四
月
二
十
六
日
に
四
級
上
に
加
え
ら
れ
て
い
る（
40
）。

文
政
八
年
と
い
う
に
は
淡
窓
に
と
っ
て
重
要
な
年
で
あ
る
。
そ
れ
は
淡
窓
の
敬

天
思
想
に
つ
い
て
ま
と
め
た
主
著
『
約
言
』（
初
稿
時
は
『
敬
天
説
』）
を
書
き
上

げ
た
か
ら
だ
。
淡
窓
は
四
月
五
日
に
『
敬
天
説
』
を
脱
稿
す
る
と
、
門
下
生
に
対

し
て
講
義
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
こ
に
徳
令
の
名
が
み
え
る
。

開
約
言
講
。
約
言
即
敬
天
説
也
。
聴
者
四
人
。
徳
令
、
威
八
郎
、
秀
諦
、
東
六
。

（『
遠
思
楼
日
記
』
巻
五
、
四
月
二
十
九
日（
41
））

約
言
講
、
卒
業
。

（『
遠
思
楼
日
記
』
巻
五
、
五
月
四
日（
42
））

こ
の
時
の
徳
令
は
四
級
上
に
加
え
ら
れ
て
い
た
。
同
座
し
て
い
た
威
八
郎
は
文
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政
七
年
十
一
月
二
十
六
日
に
改
め
ら
れ
た
月
旦
評
で
四
級
下
に
加
え
ら
れ
、
秀
諦

は
文
政
八
年
一
月
二
十
八
日
の
月
旦
評
で
四
級
下
に
、
東
六
も
同
年
三
月
二
十
六

日
の
月
旦
評
で
四
級
下
に
加
え
ら
れ
て
お
り
、
四
級
上
下
の
門
下
生
が
集
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
文
政
八
年
当
時
の
月
旦
評
は
七
級
制
で
、
七
級
に
昇
級
す

る
も
の
は
な
か
な
か
現
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど
が
六
級
以
下
で
卒
業
し
て
い
た
の
で（
43
）、

四
級
の
門
下
生
は
当
時
の
在
塾
生
百
七
人
の
中
で
上
級
生
に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
こ
の
当
時
の
四
級
が
ど
の
程
度
の
学
力
で
あ
っ
た
の
か
定
か
で
は
な
い

が
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
に
淡
窓
か
ら
咸
宜
園
を
託
さ
れ
た
廣
瀬
青
邨
（
文

政
二
年
﹇
一
八
一
九
﹈
〜
明
治
十
七
年
﹇
一
八
八
四（
44
）﹈）

が
塾
政
を
執
っ
て
い
た

時
代
の
三
級
以
下
に
は
四
書
五
経
の
素
読
が
出
来
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
の
で（
45
）、

お
そ
ら
く
同
程
度
の
学
力
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
淡
窓
が
四
級
の
門
下
生
の
前

で
講
義
を
し
た
こ
と
は
、『
約
言
』
の
読
者
層
を
経
書
の
素
読
が
出
来
る
も
の
を

想
定
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

文
政
八
年
十
一
月
二
十
六
日
の
月
旦
評
で
は
五
級
下
に
加
え
ら
れ
て
い
る（
46
）。

文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
の
四
月
よ
り
淡
窓
が
療
養
の
た
め
に
塾
政
か
ら
外
れ

る
こ
と
に
な
り
、
徳
令
は
西
塾
の
管
理
を
任
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る（
47
）。

西
塾
は
塾
生

の
寄
宿
舎
で
あ
る（
48
）。

文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
の
秋
、
淡
窓
は
門
人
の
中
か
ら
十
八
人
を
選
び
、
彼

ら
に
つ
い
て
「
酔
後
戯
題
」
と
い
う
七
言
古
詩
を
詠
み（
49
）、

そ
の
中
で
徳
令
に
つ
い

て
は
「
石
門
道
者
仏
中
儒
。
右
有
礼
楽
左
詩
書
。
造
次
顚
沛
由
古
訓
。
舜
趨
禹
歩

鞠
躬
如
」
と
評
価
し
て
い
る
。

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
正
月
二
十
六
日
の
月
旦
評
で
は
六
級
下
に
加
え
ら

れ
て
お
り
、
更
に
荀
子
会
頭
と
副
監
の
役
も
与
え
ら
れ
た（
50
）。

こ
の
時
の
月
旦
評
に

合
わ
せ
て
塾
内
の
役
職
者
も
日
記
に
載
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
会
頭
は
輪
読

や
輪
講
の
監
視
を
し
た
り
、
会
読
生
の
弁
論
も
監
視
し
た
り
す
る
役
職
で
、
そ
の

中
で
徳
令
は『
荀
子
』を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
51
）。

副
監
は
都
講（
塾

長
）
を
補
佐
す
る
役
職
で
あ
る（
52
）。
三
月
二
十
六
日
に
は
史
記
会
頭
と
副
監
に（
53
）、
四

月
二
十
七
日
と
五
月
二
十
六
日
の
月
旦
評
で
も
史
記
会
頭
と
副
監
と
な
っ
て
い

る（
54
）。

六
月
二
十
六
日
に
は
権
塾
長
及
び
世
説
会
頭
に
任
じ
ら
れ
た（
55
）。

権
塾
長
は
塾

長
の
代
理
の
役
職
で
あ
る
が
、
同
時
に
副
監
も
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
副
監

よ
り
上
の
役
職
だ
ろ
う
。
七
月
二
十
六
日
に
も
権
塾
長
及
び
世
説
会
頭
に（
56
）、

八
月

二
十
八
日
に
は
権
塾
長
及
び
史
記
列
伝
会
頭
に（
57
）、

九
月
二
十
六
日
に
は
権
塾
長
及

び
文
章
規
範
会
頭
に
任
じ
ら
れ
た（
58
）。

十
月
二
十
六
日
に
は
塾
長
と
大
会
頭
蔵
書
監

に
任
じ
ら
れ
、
徳
令
は
在
塾
生
の
統
括
す
る
立
場
に
な
っ
た（
59
）。

蔵
書
監
は
図
書
の

出
納
を
担
当
す
る
役
職
で
あ
り
、
大
会
頭
は
こ
の
時
か
ら
見
え
る
役
職
で
、
大
会

頭
・
中
会
頭
・
小
会
頭
が
あ
り
、
海
原
徹
氏
は
会
の
規
模
に
よ
り
分
け
ら
れ
て
い

た
と
し
て
い
る（
60
）。

十
一
月
二
十
五
日
の
月
旦
評
で
は
六
級
上
に
加
え
ら
れ
る
と
と

も
に
引
き
続
き
塾
長
と
大
会
頭
蔵
書
監
に
任
じ
ら
れ（
61
）、

十
二
月
二
十
一
日（
62
）、

翌
文

政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
正
月
二
十
六
日（
63
）、

三
月
二
十
六
日
に
も
塾
長
と
大
会
頭

蔵
書
監
と
な
っ
て
い
る（
64
）。

文
政
十
二
年
二
月
二
十
六
日
の
月
旦
評
と
役
職
者
に
は
徳
令
の
名
が
出
て
こ
な

い（
65
）。

そ
れ
は
同
月
十
九
日
か
ら
二
十
六
日
に
か
け
て
浮
殿
に
行
っ
て
い
た
た
め
で

あ
る（
66
）。

浮
殿
に
は
咸
宜
園
の
学
舎
が
作
ら
れ
、
淡
窓
や
旭
荘
、
そ
し
て
咸
宜
園
の

上
級
生
ら
が
交
代
で
赴
い
て
教
え
て
い
た
。
四
月
八
日
か
ら
淡
窓
は
浮
殿
へ
向
け

て
出
発
し
、
そ
れ
に
徳
令
も
同
行
し
て
い
る（
67
）。

し
か
し
十
二
日
、
徳
令
は
母
が
病

と
な
っ
た
た
め
に
八
女
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た（
68
）。

そ
し
て
五
月
三
日
に
淡
窓
の
家
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に
戻
っ
て
き
て
い
る
が
、
淡
窓
は
日
記
に「
出
亡
而
来
也
」と
記
し
て
い
る
の
で
、

徳
令
は
逃
げ
出
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る（
69
）。

浮
殿
の
徳
令
か
ら
淡
窓
宛
に
出
さ
れ
た
書
簡
が
残
さ
れ
て
お
り
、
六
月
二
十
五

日
の
日
付
の
も
の
が
一
番
古
い（
70
）。

そ
の
後
、
淡
窓
の
十
一
月
十
九
日
の
日
記
に
帰

塾
し
た
と
あ
る
の
で（
71
）、

徳
令
は
五
月
以
降
に
浮
殿
へ
赴
き
、
そ
こ
で
教
授
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
八
女
に
帰
郷
し
、
翌
文
政
十
三

年
（
一
八
三
〇
。
天
保
元
年
）
正
月
二
十
八
日
に
咸
宜
園
に
戻
っ
て
い
る（
72
）。

文
政
十
三
年
二
月
二
十
六
日
に
徳
令
は
新
楼
監
に
任
じ
ら
れ
た（
73
）。

二
十
六
日
の

マ
マ

条
に
淡
窓
は
「
新
隷
監
也
。
亦
為
重
任
。
故
補
入
。
新
塾
監
、
昔
東
塾
監
。」
と

記
し
て
お
り
、
新
塾
監
が
昔
の
東
塾
監
と
な
れ
ば
、
新
楼
監
は
西
塾
監
と
な
る
だ

ろ
う
。
こ
の
新
楼
監
に
は
三
月
二
十
六
日
に
も
任
じ
ら
れ
て
い
る（
74
）。

翌
月
の
閏
月

二
十
七
日
に
は
再
び
塾
長
に
任
じ
ら
れ
て
い
る（
75
）。

そ
の
後
の
月
旦
評
に
は
徳
令
の

名
は
出
て
こ
な
い
。
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
六
月
二
十
四
日
、
兄
の
病
の
た
め

に
徳
令
は
帰
郷
し
た（
76
）。

翌
日
の
日
記
に
淡
窓
は
「
清
太
郎
入
塾
、
任
塾
長
。
代
徳
令

也
。
関

係
之
大
者
。

故
書

（
77
）」

と
記
し
て
お
り
、
割
注
（「
代
徳
令
也
。
関
係
之
大
者
。
故
書
」）
に
徳

令
の
代
わ
り
に
清
太
郎
を
塾
長
に
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
徳
令
は
こ
の
時
も
塾

長
の
役
職
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
保
二
年
九
月
十
八
日
に
は
淡
窓
が
行
っ
て
い
た
『
遠
思
楼
詩
集
』
の
改
編
を

手
伝
っ
て
い
る（
78
）。

そ
し
て
天
保
二
年
九
月
二
十
八
日
に
咸
宜
園
を
辞
し
帰
郷
し
た（
79
）。

咸
宜
園
を
卒

塾
す
る
こ
と
を
大
帰
と
い
う
が
、徳
令
の
大
帰
に
際
し
て
淡
窓
は『
懐
旧
楼
筆
記
』

に
徳
令
の
こ
と
を
数
千
い
る
門
弟
の
う
ち
「
第
一
の
奇
人
」
と
記
し
て
い
る
。
そ

れ
だ
け
淡
窓
に
衝
撃
を
与
え
た
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る（
80
）。

咸
宜
園
に
入
る
時
に
徳
令
は
父
法
音
よ
り
淡
窓
に
父
の
よ
う
に
尽
く
せ
と
言
わ

れ
、
そ
の
た
め
淡
窓
に
よ
く
尽
く
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
行
動
が
行
き
過
ぎ
て

奇
行
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

淡
窓
は
文
政
八
年
に
大
病
を
患
っ
て
し
ま
っ
た
。
徳
令
は
淡
窓
の
病
気
平
癒
の

た
め
に
八
幡
宮
に
籠
っ
て
断
食
を
し
た
。
徳
令
の
こ
の
行
動
を
重
く
み
た
淡
窓
は

徳
令
の
友
人
の
僧
侶
に
説
得
に
行
か
せ
、
そ
の
友
は
宗
門
の
教
え
を
守
り
、
神
に

祈
念
せ
ぬ
よ
う
に
諭
し
た
。
し
か
し
徳
令
は
「
今
は
儒
教
を
学
ん
で
い
る
の
で
、

そ
れ
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
。
後
に
宗
門
の
学
に
入
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
は

宗
門
の
教
え
に
従
う
」
と
い
う
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
徳
令
は
学
び
の
場
を
重
ん

じ
、
咸
宜
園
に
籍
を
置
い
て
い
る
間
は
儒
教
を
学
ぶ
こ
と
を
第
一
に
考
え
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
奇
行
を
度
々
行
い
、
淡
窓
を
困
ら
せ
て
い
た
。
徳

令
の
人
柄
を
偲
ば
せ
る
逸
話
で
あ
る
。

三

学
寮
時
代

咸
宜
園
か
ら
戻
っ
た
徳
令
は
、
天
保
三
年
（
一
八
三
一
）
二
月
よ
り
、
真
勝
寺

（
柳
川
市
、
真
宗
大
谷
派
）
惠
雲
の
も
と
で
仏
教
教
学
を
学
ん
だ
。
そ
し
て
、
天

保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
京
都
の
真
宗
大
谷
派
の
学
寮
（
高
倉
学
寮
）
に
入
っ
た
。

そ
の
京
都
に
向
か
う
途
中
で
日
田
の
咸
宜
園
に
訪
れ
て
い
た
。
淡
窓
は
そ
の
時
の

こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

五
日
。
釈
徳
令
数
日
前
ヨ
リ
、
我
家
ニ
来
訪
ヒ
シ
カ
。
此
日
辞
シ
去
レ
リ
。

彼
レ
今
迄
儒
学
ノ
ミ
ヲ
事
ト
ス
。
此
度
ヨ
リ
京
師
ニ
ヒ
、
仏
学
ニ
力
ヲ
用

ヒ
ン
ト
ス
。
業
成
ル
ニ
非
レ
ハ
、
帰
ラ
サ
ル
由
。
故
ニ
来
タ
リ
テ
別
ヲ
成

一
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ス
ナ
リ
。

（『
懐
旧
楼
筆
記
』
巻
三
十
三
、
四
月
五
日（
81
））

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
徳
令
の
決
意
で
あ
る
。
亀
井
塾
か
ら
咸
宜
園
に
い

た
時
ま
で
儒
学
を
学
ん
で
い
た
徳
令
が
、
こ
れ
か
ら
は
仏
学
を
志
す
決
意
で
あ

る
。
そ
の
決
意
の
表
れ
と
し
て
、
淡
窓
の
も
と
を
訪
れ
、
別
れ
を
述
べ
た
の
で
あ

る
。
寺
院
に
生
ま
れ
た
徳
令
は
幼
き
頃
よ
り
仏
教
経
典
に
は
親
し
ん
で
い
た
は
ず

で
あ
る
し
、
す
で
に
恵
雲
の
も
と
で
仏
学
を
学
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

学
寮
に
入
り
本
格
的
に
仏
学
の
道
を
志
す
徳
令
は
、
淡
窓
に
別
れ
を
述
べ
る
こ
と

で
一
つ
の
区
切
り
を
つ
け
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

江
戸
時
代
の
仏
教
各
教
団
は
教
学
研
究
や
僧
侶
養
成
を
目
的
と
し
た
教
育
機
関

を
設
置
し
た
。
大
谷
派
内
に
お
い
て
も
教
育
機
関
の
学
寮
を
設
け
た
が
、
本
格
的

に
整
備
さ
れ
た
の
は
高
倉
通
り
魚
棚
上
る
に
移
っ
た
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
年
）

で
あ
る（
82
）。

高
倉
通
り
に
あ
っ
た
た
め
高
倉
学
寮
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

学
寮
で
講
義
を
行
う
者
を
能
化
と
い
い
、
受
講
す
る
者
を
所
化
と
い
う
。
そ
の

能
化
の
中
で
も
、
学
寮
の
学
頭
職
を
講
師
と
呼
び
、
講
師
を
補
佐
す
る
職
に
嗣
講

師
が
あ
り
、
そ
の
下
に
擬
講
師
が
置
か
れ
た
。
学
寮
の
事
務
を
預
か
る
職
と
し
て

り
ょ
う
す

ぎ
り
ょ
う
す

上
首
、
知
事
、
寮
司
、
擬
寮
司
な
ど
が
置
か
れ
た
。
講
義
は
、
毎
年
夏
に
行
わ

れ
た
安
居
（
夏
安
居
）
の
他
に
春
・
秋
安
居
な
ど
が
開
か
れ
て
い
た
。
本
願
寺
派

の
学
林
の
場
合
は
三
年
懸
学
で
住
職
の
認
可
が
な
さ
れ
た
が
、
高
倉
学
寮
は
そ
の

よ
う
な
規
則
は
無
く
、
僧
侶
の
自
由
意
志
に
任
さ
れ
て
い
た（
83
）。

徳
令
が
学
寮
に
入
っ
た
の
は
天
保
五
年
四
月
で
、
こ
の
年
の
夏
安
居
か
ら
講
義

を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
学
寮
の
講
師
は
易
行
院
法
海
（
明
和
五

年
﹇
一
七
六
八
﹈
〜
天
保
五
年
﹇
一
八
三
四
﹈）
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
海
は
、
日

田
の
長
福
寺
（
真
宗
大
谷
派
）
の
十
一
世
普
明
（
宝
月
と
も
。
元
文
二
年
﹇
一
七

三
七
﹈
〜
文
化
二
年
﹇
一
八
〇
五
﹈。）
の
子
で
あ
る（
84
）。

こ
の
長
福
寺
に
は
十
世
通

元
（
正
徳
三
年
﹇
一
七
一
三
﹈
〜
天
明
六
年
﹇
一
七
八
六
﹈）
の
時
代
に
長
福
寺

学
寮
が
設
け
ら
れ
て
学
び
の
場
と
も
な
っ
て
お
り
、
普
明
は
天
明
二
年
（
一
七
八

二
）
に
学
寮
の
擬
講
師
に
抜
擢
さ
れ
て
講
義
を
行
っ
て
い
る（
85
）。

普
明
の
子
に
は
法

幢
（
宝
暦
九
年
﹇
一
七
五
九
﹈
〜
文
化
十
年
﹇
一
八
一
三
﹈）
と
法
海
が
お
り
、

法
幢
が
長
福
寺
を
継
ぎ
十
二
世
と
な
っ
て
い
る
。
淡
窓
は
幼
い
こ
ろ
に
こ
の
法
幢

に
学
ん
で
お
り
、
咸
宜
園
を
興
す
前
の
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
長
福
寺
学
寮

を
借
り
て
塾
を
開
い
て
い
た（
86
）。

法
海
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
擬
講
師
、
文

化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
に
嗣
講
師
、
そ
し
て
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
第

八
代
講
師
に
就
い
て
い
る
。
徳
令
が
学
寮
に
入
っ
た
の
は
天
保
五
年
で
あ
る
が
、

こ
の
年
の
八
月
に
法
海
は
没
し
て
い
る
の
で
、
徳
令
は
法
海
の
最
後
の
講
義
を
受

け
た
の
で
あ
っ
た
。

法
海
の
後
に
講
師
の
職
に
就
い
た
の
は
雲
華
院
大
含（
安
永
二
年﹇
一
七
七
三
﹈

〜
嘉
永
三
年
﹇
一
八
五
〇
﹈）
で
あ
る（
87
）。

大
含
は
豊
前
国
満
徳
寺
（
大
分
県
竹
田

市
、
真
宗
大
谷
派
）
に
生
ま
れ
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
正
行
寺
（
大
分
県

中
津
市
、
真
宗
大
谷
派
）
に
入
寺
、
翌
年
よ
り
高
倉
学
寮
で
学
び
始
め
て
い
る
。

大
含
は
天
明
十
二
年
（
一
七
八
四
）
に
父
と
死
別
し
、
そ
の
後
は
広
円
寺
（
大

分
県
日
田
市
、
真
宗
大
谷
派
）の
法
蘭（
大
含
の
伯
父
。
享
保
十
年﹇
一
七
二
八
﹈

〜
寛
政
六
年
﹇
一
七
九
四
﹈）
の
元
で
成
長
し
た（
88
）。

そ
し
て
そ
の
法
蘭
に
教
え
を

乞
う
た
の
が
淡
窓
で
あ
る
。
当
時
淡
窓
は
頓
宮
四
極
（
油
屋
三
郎
兵
衛
）
の
元
で

学
ん
で
お
り
、
寛
政
三
年
に
四
極
は
淡
窓
を
連
れ
て
法
蘭
を
訪
ね
て
い
る
。
淡
窓

は
四
極
の
他
に
松
下
勇
馬
に
も
学
ん
で
お
り
、
松
下
の
門
下
生
の
一
人
と
し
て
大

一
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含
も
い
た（
89
）。

つ
ま
り
幼
き
頃
に
淡
窓
と
大
含
は
机
を
並
べ
た
間
柄
で
あ
っ
た
。
淡

窓
と
大
含
と
の
関
係
は
生
涯
続
き
、
大
含
が
淡
窓
の
元
を
訪
ね
た
り
、
書
簡
の
や

り
取
り
を
し
た
り
し
て
い
た
。
更
に
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
は
大
含
の
子

大
有
が
咸
宜
園
に
入
門
し
て
い
る（
90
）。

淡
窓
と
大
含
の
関
係
の
深
さ
が
見
え
て
く

る
。淡

窓
の
側
近
く
に
仕
え
て
い
た
徳
令
も
法
海
や
大
含
の
こ
と
は
聞
き
及
ん
で
い

た
は
ず
で
あ
る
。
八
女
や
日
田
か
ら
遠
く
離
れ
た
京
都
の
高
倉
学
寮
で
法
海
や
大

含
の
教
え
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
徳
令
は
学
寮
の
頂
点
に
い
た
両
僧
に
対

し
親
近
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

徳
令
は
学
寮
で
学
ん
で
い
た
時
で
も
淡
窓
と
書
簡
の
や
り
取
り
を
し
て
お
り
、

そ
の
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
学
寮
時
代
の
徳
令
の
様
子
が
分
か

る
。徳

令
が
学
寮
に
入
っ
た
天
保
五
年
の
翌
年
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
十
二
月

二
十
二
日
の
徳
令
宛
の
書
簡
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、
徳
龍
公
以
御
指
図
儒
門
之
同
社
御
同
居
ニ
成
候
由
、
欣
然
の
至
、
於
野

生
も
本
懐
之
儀
奉
存
候
。
龍
信
秀
諦
二
師
其
外
ニ
も
宜
御
致
声
奉
願

候
。

一
、
詩
経
書
経
御
講
被
成
下
候
由
、
珍
重
御
事
ニ
候

（「
香
詩
亡
父
霊
前（
91
）」）

こ
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
徳
令
は
香
樹
院
徳
龍
（
明
和
九
年
﹇
一
七
七
二
﹈
〜
安

政
五
年
﹇
一
八
五
八
﹈
第
十
代
講
師
）
の
計
ら
い
に
よ
り
儒
学
を
学
ん
だ
も
の
と

同
部
屋
に
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
儒
教
経
典
の
詩
経
と
書
経
の
講
義
を
行
っ
た
と

あ
る
。
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
定
め
ら
れ
た
学
寮
の
規
則
に
「
擬
寮
司
并
ニ

所
化
中
成
共
発
起
有
之
剃
候
ハ
ヽ
、
知
事
所
之
衆
評
ニ
随
ひ
時
之
公
講
者
承
知
之

上
学
寮
限
ニ
可
致
会
読
事
」
と
あ
り（
92
）、

所
化
の
身
分
で
あ
ろ
う
と
も
許
可
を
得
れ

ば
学
寮
内
で
会
読
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
書
簡
に
あ
る
詩
経
と
書
経
の
講
義
は

会
読
を
指
し
、
同
部
屋
と
な
っ
た
儒
学
を
学
ん
だ
も
の
や
咸
宜
園
出
身
者
た
ち
と

会
読
を
お
こ
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る（
93
）。

天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
四
月
十
三
日
の
徳
令
宛
の
書
簡
で
淡
窓
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

小
書
拝
呈
喧
和
之
候
。
随
而
小
生
宿
痾
起
不
申
御
放
念
可
被
下
候
。
謙
吉
此

節
東
遊
仕
候
。
着
京
の
上
は
御
尋
可
申
万
事
宜
御
心
添
奉
願
候
。
暫
く
は
都

下
へ
留
滞
可
仕
何
卒
学
林
之
諸
君
被
仰
合
候
様
奉
願
候
。
同
人
も
此
節
之
評

判
ニ
よ
り
一
生
之
浮
沈
も
定
り
候
程
之
儀
ニ
候
。
仍
而
老
夫
心
遣
一
方
な
ら

す
。
未
タ
年
少
経
世
事
別
而
上
方
之
事
ハ
不
案
内
ニ
候
間
、
諸
事
御
異
見
被

下
候
様
所
レ

希
ニ
候
。

遠
思
楼
集
も
開
板
存
立
申
候
。
堺
の
小
林
安
石
旧
門
人
ニ
て
、
当
時
彼
方
ニ

有
ツ
キ
世
事
ニ
も
老
練
の
人
物
ニ
て
大
要
此
方
へ
世
話
頼
み
申
候
。
尚
謙
吉

よ
り
委
き
事
ハ
御
咄
可
申
。
乍
此
上
御
配
慮
奉
願
候
。
学
林
諸
君
へ
更
に
ニ

宜
奉
願
上
候
。
此
外
申
上
度
儀
山
々
候
ヘ
共
、
謙
吉
出
立
前
殊
ノ
外
多
用
ニ

付
致
文
略
申
候
、
恐
惶
謹
言
。

尚
々
学
林
中
拙
門
ニ
遊
候
人
ゝ
書
状
差
出
度
候
ヘ
共
、
多
人
数
ニ
て
行
届
不

申
。
貴
君
よ
り
宜
御
致
声
奉
願
候
。
謙
吉
、
事
と
拙
集
ノ
事
、
何
レ
モ
宜
敷

奉
願
上
候
也
。

（「
謙
吉
着
京
の
上
は
御
尋（
94
）」、
傍
線
は
筆
者
）

一
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こ
れ
は
上
方
へ
上
る
旭
荘
（
謙
吉
）
の
こ
と
を
よ
ろ
し
く
頼
む
と
い
う
内
容
の

書
簡
で
あ
り
、
淡
窓
が
徳
令
を
頼
り
に
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
何

卒
学
林
之
諸
君
被
仰
合
候
様
奉
願
候
」、「
貴
君
よ
り
宜
御
致
声
奉
願
候
」
と
記
し

て
お
り
、
学
寮
で
学
ぶ
咸
宜
園
出
身
者
へ
の
伝
達
も
頼
ん
で
お
り
、
淡
窓
が
徳
令

を
咸
宜
園
出
身
者
の
取
り
ま
と
め
役
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
咸
宜

園
の
塾
長
ま
で
務
め
た
徳
令
は
学
寮
に
い
る
咸
宜
園
出
身
者
の
僧
侶
の
中
心
的
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
二
月
六
日
の
書
簡
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

一
、
益
御
出
精
珍
重
存
候
。
擬
寮
司
御
升
進
之
由
不
堪
欣
躍
候
。
何
卒
御
努

力
可
被
成
候
。

（「
謙
吉
京
都
ニ
て
拝
晤（
95
）」）

徳
令
が
学
寮
の
事
務
方
の
役
職
で
あ
る
擬
寮
司
に
昇
進
し
た
こ
と
へ
の
祝
辞
で

あ
る
。
擬
寮
司
は
学
寮
の
学
階
の
一
つ
で
、
最
下
位
の
大
衆
の
一
つ
上
の
位
で
あ

る（
96
）。

大
衆
か
ら
擬
寮
司
に
は
九
年
懸
学
す
れ
ば
昇
階
す
る
が
、
学
寮
の
上
位
階
の

者
が
認
め
れ
ば
昇
階
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
学
寮
で
三
年
し
か
学
ん
で
い
な
い
徳

令
が
擬
寮
司
に
昇
階
で
き
た
の
は
、
徳
令
が
咸
宜
園
の
塾
長
を
経
験
し
て
い
た
た

め
、
教
育
者
と
し
て
も
ま
た
経
営
者
と
し
て
も
実
績
を
積
ん
で
お
り
、
そ
の
こ
と

に
よ
り
学
寮
内
で
早
い
段
階
か
ら
評
価
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
十
二
月
、
学
寮
内
の
松
寮
よ
り
出
火
し
た
。
そ
の
時

の
様
子
が『
上
首
寮
日
記
』に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
徳
令
の
名
が
出
て
く
る
。

先
存
外
早
く
駆
付
け
た
る
者
ハ
旧
寮
内
ハ
勿
論
、
新
寮
竹
五
番
筑
後
徳
令
寮

司
働
も
他
に
勝
れ
る
事
甚
く
、
其
余
竜
城
・
智
広
、
斎
僕
理
左
衛
門
等
也
。

（『
上
首
寮
日
記
』
天
保
十
年
十
二
月
二
十
四
日（
97
））

松
寮
よ
り
出
た
火
は
月
寮
か
ら
も
煙
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
多
く
の
も
の

が
消
火
に
加
勢
し
、
屋
根
に
登
り
瓦
や
板
を
取
り
除
い
て
水
を
か
け
た
た
め
鎮
火

し
た
。
そ
の
中
で
も
他
よ
り
も
働
い
た
の
が
徳
令
で
あ
っ
た
。
徳
令
の
責
任
感
の

強
さ
が
伺
え
る
。
そ
し
て
こ
の
文
面
か
ら
徳
令
は
寮
司
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
分

か
る
。

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
は
学
寮
の
上
首
職
の
加
役
に
任
命
さ
れ
た
。

一
、
今
日
於
嗣
講
寮
、
御
講
師
・
嗣
講
師
御
立
合
之
上
、
照
界
本
役
、
徳
令

加
役
被
仰
付
候
事

（『
上
首
寮
日
記
』
天
保
十
二
年
七
月
十
一
日（
98
））

こ
れ
以
後
、『
上
首
寮
日
記
』
の
記
述
に
「
加
役
」
と
見
え
る
の
は
徳
令
の
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
徳
令
は
「
新
寮
上
首
」
と
し
て
も
出
て
く
る
。
学
寮
に
は
旧
寮

と
新
寮
が
あ
り
、
全
体
の
総
括
を
上
首
が
行
い
つ
つ
旧
寮
を
管
理
し
、
加
役
の
上

首
が
新
寮
の
管
理
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。そ
し
て
天
保
十
三
年（
一
八
四
三
）

の
九
月
、
照
界
が
上
首
を
辞
し
た
こ
と
に
伴
い
、
旧
寮
も
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ

た（
99
）。

そ
し
て
十
月
二
十
日
に
講
師
か
ら
本
山
の
役
人
宛
に
出
さ
れ
た
文
書
に
上
首

の
交
代
の
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
十
月
に
入
っ
て
徳
令
が
上
首
に
任
命
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る（

100
）。
上
首
は
学
寮
の
事
務
職
の
頂
点
で
あ
る
。

上
首
の
仕
事
に
つ
い
て
草
野
顕
之
氏
は
次
の
五
つ
を
挙
げ
て
い
る（

101
）。①
運
営（
年

中
行
事
の
遂
行
、
学
寮
規
則
等
へ
の
関
与
、
学
寮
蔵
書
の
管
理
）、
②
会
計
（
月

算
、
給
与
の
受
け
渡
し
）、
③
渉
外
（
東
本
願
寺
へ
の
伺
い
事
や
願
事
、
町
役
人

と
の
折
衝
）、
④
庶
務
（
学
舎
等
の
増
改
築
・
修
復
、
不
測
の
事
態
の
処
理
）、
⑤

所
化
の
監
督
（
出
入
り
の
点
検
、
行
動
の
監
督
）
の
五
つ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
上
首
に
は
高
い
事
務
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

た
。
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天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
詩
経
の
会
読
も
行
っ
て

い
る
。一

、
徳
令
、
詩
経
会
読
開
席（『

上
首
寮
日
記
』
天
保
十
四
年
一
月
十
三
日（

102
））

一
、
徳
令
、
詩
経
会
満
席

（『
上
首
寮
日
記
』
天
保
十
四
年
二
月
十
九
日（

103
））

『
学
寮
講
義
年
鑑
』
に
は
こ
の
会
読
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
。
お
そ
ら
く
儒

教
経
典
の
会
読
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
徳
令
の『
詩
経
』

会
読
の
他
に『
上
首
寮
日
記
』の
天
保
十
三
年
十
二
月
十
一
日
の
条
に
は『
論
語
』

の
会
読
が
終
わ
っ
た
と
い
う
記
載
が
あ
る（

104
）。

こ
の
『
論
語
』
の
会
読
の
主
催
者
に

つ
い
て
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
特
定
で
き
な
い
が
、『
上
首
寮
日
記
』
に
記

載
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
学
寮
内
の
上
位
者
が
主
催
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
学
寮
内
で
公
に
儒
教
経
典
の
会
読
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
真
宗
僧

侶
に
と
っ
て
儒
教
経
典
も
学
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

天
保
十
四
年
七
月
に
入
っ
た
こ
ろ
に
徳
令
は
上
首
の
退
役
願
を
出
し
た
よ
う

で
、
四
日
に
聞
き
届
け
ら
れ
て
い
る（

105
）。

そ
し
て
八
月
に
退
寮
し
て
い
る（

106
）。

学
寮
時
代
の
徳
令
の
活
動
と
し
て
も
う
一
つ
記
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
僧
侶

の
咸
宜
園
へ
の
紹
介
で
あ
る
。
天
保
十
一
年
五
月
十
日
に
咸
宜
園
に
入
塾
し
た
弘

誓
寺
顕
了
（
近
江
国
神
崎
郡
金
堂
村（

107
））、

十
二
月
二
十
三
日
に
入
塾
し
た
因
超
寺

霊
定
（
山
城
国
北
山
中（

108
））、
天
保
十
二
年
十
一
月
四
日
の
因
超
寺
賢
恵
（
志
賀
郡

山
中
村
、
霊
定
の
弟（

109
））
の
紹
介
者
と
し
て
徳
令
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
恐
ら
く

こ
れ
ら
の
僧
侶
（
も
し
く
は
僧
侶
の
関
係
者
）
と
学
寮
で
出
会
い
、
咸
宜
園
を
紹

介
し
た
と
思
わ
れ
る
。
咸
宜
園
に
全
国
か
ら
人
が
集
ま
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て

学
寮
内
で
の
知
り
合
っ
た
者
を
咸
宜
園
に
入
塾
さ
せ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。そ

の
後
の
徳
令
の
消
息
に
つ
い
て
は
、
淡
窓
か
ら
の
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）

十
月
二
十
八
日
付
け
の
書
簡
に
次
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か

る
。

一
、
当
時
文
学
御
出
精
、
余
力
ニ
ハ
仏
書
も
不
被
成
御
廃
由
、
至
極
御
尤
ニ

奉
存
候
。
永
久
其
御
含
可
然
候
。
儒
学
の
御
門
弟
如
何
程
出
来
候
哉
承
度

候
。
石
舟
御
地
に
参
候
、
同
門
の
事
故
得
と
被
仰
合
可
然
候
。

一
、
御
作
入
天
覧
候
儀
ハ
兼
承
及
、
此
節
御
内
分
為
御
知
被
下
難
有
儀
に
奉

存
候
。
日
本
に
て
は
誠
に
希
有
の
寵
栄
に
候
。
重
畳
御
出
精
可
被
成
候
。

（「
御
作
入
天
覧
候
儀（

110
）」）

前
者
の
文
面
か
ら
学
寮
を
出
た
徳
令
は
漢
学
塾
を
開
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
学
寮
を
出
て
も
引
き
続
き
仏
書
を
紐
解
き
つ
つ
、「
文
学
」（
儒
学
）
を
修
め

て
い
た
徳
令
は
漢
学
塾
を
開
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
学
寮
を
出
た
こ
と
で
仏
学

の
研
鑚
に
一
つ
の
区
切
り
を
つ
け
た
の
だ
ろ
う
。
塾
を
開
い
た
の
は
相
国
寺
内
と

言
わ
れ
て
い
る（

111
）。

後
者
の
文
面
か
ら
は
徳
令
の
漢
詩
が
天
覧
の
栄
誉
を
得
た
こ
と
が
分
か
る
。
弘

化
四
年
九
月
、
光
明
天
皇
が
即
位
の
式
を
挙
げ
、
紫
宸
殿
を
庶
民
に
公
開
し
た
。

そ
の
時
の
こ
と
を
詠
ん
だ
賦
が
天
覧
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
を

淡
窓
は
「
日
本
に
て
は
誠
に
希
有
の
寵
栄
」
と
し
て
喜
ん
で
い
る
。
徳
令
の
賦
が

評
価
さ
れ
る
こ
と
は
師
と
し
て
も
喜
ば
し
い
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
光
善
寺
を
継
い
で
い
た
次
兄
徳
冥
が
亡
く
な
り
、
嘉
永
元
年
（
一
八

四
八
）
に
帰
郷
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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四

修
文
館
時
代
と
晩
年

八
女
に
帰
郷
し
、
光
善
寺
住
職
を
十
三
代
目
と
し
て
継
職
し
、
姓
の
木
屋
を

は

こ

や

「
藐
姑
射
」
と
改
め
た（

112
）。
そ
し
て
徳
令
は
自
坊
に
修
文
館
を
開
塾
し
た
。

光
善
寺
の
裏
手
の
万
年
山
に
塾
舎
は
作
ら
れ
、
そ
こ
に
は
富
有
楼
、
綴
花
楼
、

晩
山
楼
と
名
付
け
ら
れ
た
三
つ
の
楼
が
あ
っ
た
。

修
文
館
は
咸
宜
園
の
教
育
体
制
や
設
備
を
倣
っ
た
も
の
で
、
講
義
と
会
読
を
中

心
と
し
た
教
授
法
と
月
旦
評
に
よ
っ
て
成
績
を
つ
け
て
い
た（

113
）。

修
文
館
に
入
学
で
き
た
者
に
つ
い
て
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
七
月
に
書

か
れ
た
修
文
館
規
約
に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。

一
、
入
学
生
徒
年
齢

十
五
年
以
上

一
、
入
学
生
徒
学
力

四
書
五
経
素
読
シ
了
ル
以
上
位

（「
修
文
館
規
約
」
講
義
会
業（

114
））

こ
の
規
約
が
書
か
れ
た
明
治
十
八
年
と
い
う
の
は
、
修
文
館
が
閉
じ
ら
れ
た
年

で
あ
る
こ
と
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
修
文
館
が
四
書
五
経
の
素
読
が

出
来
る
十
五
歳
以
上
の
も
の
を
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
で
、
読
み
書
き
算
盤
を
伝

授
す
る
寺
子
屋
や
手
習
所
な
ど
で
は
な
く
、
入
塾
に
は
あ
る
程
度
の
学
力
を
要
す

る
漢
学
塾
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
教
授
し
て
い
た
講
義
の
科
目

は
修
身
学
・
史
学
・
作
文
学
・
子
集
部
学
で
あ
っ
た（

115
）。

そ
の
科
目
の
内
容
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

修
身
学

多
ク
前
言
性
行
ヲ
知
リ
義
理
ニ
明
ニ
シ
テ
篤
行
実
履
セ
シ
ム
ル

ヲ
要
ス

史
学

博
ク
時
ノ
治
乱
事
ノ
利
害
ヲ
見
テ
身
其
時
ニ
処
リ
其
事
ニ
遇
フ

ヲ
思
ヒ
識
見
変
化
ヲ
長
セ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス

作
文
学

内
修
身
ヨ
リ
外
経
国
ノ
大
業
ニ
至
ル
マ
テ
不
朽
ノ
盛
事
タ
ル
ヲ

要
ス

子
集
部
学

博
覧
旁
通
シ
テ
酙
酌
折
中
セ
シ
ム
ル
ヲ
要
ス

（「
講
義
会
業（

116
）」）

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
教
科
書
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

修
身
学

…
『
孝
経
』『
大
学
』『
中
庸
』『
論
語
』『
孔
子
家
語
』『
詩
経
』

『
書
経
』『
易
経
』『
春
秋
』『
礼
記
』

史
学

…
『
十
八
史
略
』『
日
本
外
史
』『
国
史
略
』『
日
本
政
記
』『
蒙

求
』『
左
氏
伝
』『
戦
国
策
』『
国
語
』『
世
説
』『
五
代
史
』『
大

日
本
史
』『
資
治
通
鑑
』『
歴
史
綱
鑑
』『
前
漢
書
』『
後
漢
書
』

『
史
記
』

子
集
部
学
…
『
孟
子
』『
荀
子
』『
文
章
規
範
』『
三
体
詩
』『
韓
非
子
』『
説

苑
』『
古
文
真
宝
』『
老
子
』『
荘
子
』『
唐
宋
八
家
文
』

（「
教
科
書
表（

117
）」）

義
理
を
明
ら
か
に
し
て
篤
行
を
実
践
す
る
修
身
学
、
治
乱
の
法
を
学
ぶ
史
学
、

修
身
か
ら
経
国
に
つ
い
て
理
解
す
る
作
文
学
、
多
く
の
こ
と
に
精
通
す
る
た
め
の

子
集
部
学
に
つ
い
て
講
義
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
教

科
書
は
儒
教
経
典
の
四
部
分
類
（
経
部
、
史
部
、
子
部
、
集
部
）
に
則
っ
て
い
る

こ
と
も
分
か
る
。
こ
の
う
ち
、
淡
窓
が
教
育
に
用
い
た
書
物
と
同
じ
も
の
は
『
孝

経
』『
大
学
』『
中
庸
』『
論
語
』『
孔
子
家
語
』『
詩
経
』『
書
経
』『
易
経
』『
礼

記
』『
十
八
史
略
』『
日
本
外
史
』『
国
史
略
』『
蒙
求
』『
左
氏
伝
』『
戦
国
策
』

『
国
語
』『
世
説
』『
資
治
通
鑑
』『
史
記
』『
荀
子
』『
韓
非
子
』『
老
子
』『
荘
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子
』『
唐
宋
八
家
文
』
で（

118
）、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
咸
宜
園
で
用
い
ら
れ
て
い
た
書
物

で
あ
っ
た
。
教
育
内
容
も
咸
宜
園
を
踏
襲
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
七
月
十
八
日
か
ら
三
日
間
、
徳
令
は
淡
窓
の
元
を
訪

ね
て
い
る（

119
）。
下
河
邊
養
哲
（
柳
河
上
妻
郡
、
下
河
邊
受
敬
の
子（

120
））
を
咸
宜
園
に
入

塾
さ
せ
る
た
め
の
訪
問
で
あ
っ
た
。
淡
窓
が
日
記
に
「
一
別
二
十
三
年
而
相
見
」

と
記
し
て
い
る
の
で
、
淡
窓
と
は
久
し
ぶ
り
の
対
面
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
淡
窓

の
日
記
に
徳
令
の
名
が
出
て
こ
な
い
の
で
、
こ
れ
が
最
後
の
対
面
と
も
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

慶
應
二
年（
一
八
六
六
）十
月
十
五
日
に
は
柳
川
藩
か
ら
褒
章
を
受
け
て
い
る（

121
）。

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
大
谷
派
二
十
一
世
法
主
光
勝
（
厳
如
）
は
三
男
の

大
谷
勝
尊
（
安
政
五
年
﹇
一
八
五
八
﹈
〜
大
正
二
年
﹇
一
九
一
三
﹈）
の
侍
講
と

し
て
徳
令
を
京
都
に
呼
び
寄
せ
よ
う
と
し
た
が
、
徳
令
が
固
辞
し
た
た
め
勝
尊
を

光
善
寺
に
寄
宿
さ
せ
、
明
治
五
年
か
ら
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
の
三
年
間
、
修

文
館
で
学
ば
せ
た
。
勝
尊
が
京
都
に
戻
る
際
に
は
、
徳
令
は
侍
講
と
し
て
召
さ
れ

て
上
京
し
た
。
そ
し
て
法
主
光
勝
の
前
で
『
愚
禿
抄
』
の
講
義
を
行
っ
た
。

こ
の
時
に
徳
令
が
目
に
し
た
東
本
願
寺
の
様
子
は
、
学
寮
で
学
ん
で
い
た
時
と

は
一
変
し
て
い
た
。
安
政
五
年（
一
八
五
八
）六
月
四
日
の
大
火
に
よ
り
本
堂（
阿

弥
陀
堂
）
と
御
影
堂
の
他
、
別
邸
な
ど
の
建
物
や
学
寮
も
焼
け
て
し
ま
っ
た（

122
）。
翌

年
に
仮
講
堂
や
仮
寮
舎
を
造
営
す
る
も
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の
禁
門
の
変

に
よ
り
、
ま
た
焼
失
し
て
し
ま
っ
て
い
た（

123
）。
こ
の
後
に
学
寮
の
講
堂
は
慶
應
二
年

（
一
八
六
六
）に
仮
講
堂
が
作
ら
れ
、
講
堂
が
新
築
さ
れ
た
の
は
明
治
十
六
年（
一

八
九
五
）
で
あ
る
。
上
京
し
た
徳
令
が
見
た
講
堂
は
慶
応
期
に
建
立
さ
れ
た
仮
講

堂
で
、
学
寮
時
代
に
過
ご
し
た
学
舎
は
灰
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

ま
た
明
治
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
は
学
寮
の
制
度
が
大
幅
に
変
わ
っ
た
時
期

で
あ
っ
た
。
五
年
六
月
に
は
学
寮
か
ら
貫
錬
場
と
改
称
し
、
翌
六
年（
一
八
七
三
）

八
月
に
は
学
寮
の
学
階
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
講
師
を
一
等
学
師
、
擬
講
師
を
二
等

学
師
と
し
た（

124
）。
学
寮
の
姿
が
変
わ
っ
て
い
く
様
に
、
徳
令
は
時
代
の
流
れ
を
感
じ

た
に
違
い
な
い
。

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
は
内
務
省
よ
り
大
講
義
に
補
さ
れ
て
い
る（

125
）。

徳
令
は
馬
渡
定
実
の
娘
万
世
を
養
い
、
空
井
東
周
と
結
婚
さ
せ
て
寺
を
継
が
せ

て
い
た（

126
）。

こ
の
二
人
の
間
に
で
き
た
子
の
一
岳
（
名
は
貫
之
。
安
政
六
年
﹇
一
八

五
九
﹈
〜
明
治
三
十
六
年
﹇
一
九
〇
三（

127
）﹈）
を
徳
令
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
教
育
し
、

そ
の
一
岳
は
長
じ
て
か
ら
は
徳
令
と
と
も
に
学
生
に
教
授
し
て
い
た
。

明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
秋
に
修
文
館
を
閉
じ
た
。
修
文
館
で
学
ん
で
い
た

者
た
ち
は
、
徳
令
の
門
人
で
あ
る
蒲
池
徳
譲
の
有
萬
家
塾
（
明
治
十
八
年
八
月
開

塾
）
へ
移
っ
た
。

明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
七
月
二
日
に
逝
去
し
た
。

光
善
寺
に
は
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
十
二
月
に
立
て
ら
れ
た
徳
令
の
顕

彰
碑
が
あ
る
。
碑
文
を
書
い
た
の
は
小
来
栖
香
頂
（
天
保
二
年
﹇
一
八
三
一
﹈
〜

明
治
三
十
八
年
﹇
一
九
〇
五
﹈。
豊
後
国
大
分
妙
正
寺
。
真
宗
大
谷
派
）
で
あ
る
。

香
頂
も
ま
た
徳
令
と
同
じ
よ
う
に
咸
宜
園
で
学
び
（
弘
化
二
年
﹇
一
八
四
五
﹈
二

月
十
五
日
、
入
門
）、
さ
ら
に
高
倉
学
寮
に
進
ん
だ
学
僧
で
あ
る
。
碑
文
の
冒
頭

に
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。

吾
党
之
士
、
有
晰
於
仏
而
盲
於
儒
、
有
工
於
文
詞
而
拙
於
道
徳
。
洵
詞
壇
之

泰
斗
、
而
釈
門
之
龍
象
者
、
我
於
石
門
師
見
之
。

（「
頌
徳
碑（

128
）」）

一
七
六



小
結こ

れ
ま
で
徳
令
の
足
跡
を
辿
っ
て
き
た
。
真
宗
寺
院
に
生
ま
れ
る
も
、
縁
戚
に

繋
が
る
馬
渡
家
に
養
子
に
入
り
、
医
術
を
学
ぶ
道
筋
に
乗
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
生

家
の
光
善
寺
に
戻
り
、
広
瀬
淡
窓
の
咸
宜
園
に
入
門
し
漢
学
を
志
し
た
。
咸
宜
園

で
塾
長
ま
で
勤
め
上
げ
、
淡
窓
ら
を
助
け
る
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
し
て
大
谷
派
の

高
倉
学
寮
に
入
り
仏
学
も
学
ん
だ
。
学
寮
で
は
寮
務
を
司
る
上
首
に
任
じ
ら
れ

た
。
光
善
寺
に
戻
っ
て
か
ら
は
修
文
館
を
開
い
た
。
修
文
館
は
咸
宜
園
に
倣
っ
た

漢
学
塾
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
徳
令
の
生
涯
を
概
観
す
る
と
二
つ
の
特
徴
が
見
え
て
く
る
。
一
つ

は
教
育
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
養
子
に
入
っ
た
馬
渡
家
で
は
医
術
の
私
塾
を
開

い
て
お
り
、
徳
令
は
医
術
を
学
ぶ
と
と
も
に
教
育
者
に
な
る
こ
と
が
嘱
望
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
幼
き
頃
よ
り
教
育
者
に
な
る
こ
と
を
徳
令
が
意

識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
さ
ら
に
咸
宜
園
時
代
に
は
会
読
の
指
導
す
る
立
場
に

も
な
り
、
ま
た
咸
宜
園
の
浮
殿
の
塾
で
は
そ
こ
の
門
人
た
ち
に
教
授
し
て
い
た
。

学
寮
で
も
儒
教
経
典
の
会
読
を
し
た
り
し
て
い
た
。
学
寮
を
出
て
か
ら
は
京
都
で

漢
学
塾
を
開
い
た
り
も
し
て
い
た
。
そ
し
て
光
善
寺
に
戻
っ
て
修
文
館
を
開
き
漢

学
を
教
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
徳
令
は
教
育
者
で
あ
っ
た
の
だ
。
も
う
一
つ
の

特
徴
と
い
う
の
が
経
営
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
咸
宜
園
で
は
塾
長
と
し
て
塾
の

管
理
と
門
人
の
世
話
を
行
っ
て
い
た
。
学
寮
で
も
上
首
と
い
う
寮
務
を
預
か
る
役

職
に
就
き
、
学
寮
の
事
務
一
切
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
。
そ
し
て
修
文
館
の
経
営

で
あ
る
。
咸
宜
園
や
修
文
館
の
塾
の
運
営
し
、
寮
の
管
理
と
い
う
事
務
的
な
仕
事

も
こ
な
し
て
い
た
こ
と
は
徳
令
の
大
き
な
特
徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
教
育
者
と
し

て
だ
け
で
は
な
く
組
織
を
運
営
す
る
事
務
的
な
能
力
に
も
長
け
て
い
た
人
物
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
徳
令
は
教
育
者
で
も
あ
り
経
営
者
と
し
て
も
評
価
さ
れ
る

べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
特
徴
だ
け
で
人
を
引
き
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
咸
宜
園

の
塾
長
や
学
寮
の
上
首
な
ど
の
役
職
を
任
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
徳
令
の
人
柄
も
重

要
な
は
ず
で
あ
る
。

学
寮
で
火
災
が
起
き
た
際
に
消
火
に
勤
し
ん
だ
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ
れ

こ
そ
が
徳
令
の
人
柄
を
あ
ら
わ
す
良
い
逸
話
だ
と
言
え
よ
う
。
ま
さ
に
徳
令
は
正

直
な
人
、
素
直
な
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
淡
窓
は
「
此
人
ヲ

以
テ
第
一
ノ
奇
人
ト
ス
」
と
書
き
記
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
父
の
言
い
つ

け
に
従
い
淡
窓
の
側
近
く
を
離
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
徳
令
の
行
動
は
素
直
過
ぎ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
素
直
過
ぎ
る
徳
令
を
淡
窓
は
常
人
と
は
異
な
る
「
奇
人
」

と
感
じ
た
の
だ
ろ
う
。
素
直
な
人
、
こ
れ
が
徳
令
の
人
物
像
を
評
す
る
言
葉
と
し

て
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

注（
1
）
水
月
哲
英
『
石
門
先
生
』（
一
九
三
四
年
、
私
家
版
）。

（
2
）
蒲
池
徳
譲
に
関
し
て
は
『
石
言
先
生
』（
石
門
先
生
顕
彰
会
、
一
九
五
六
年
）
を

参
照
。

（
3
）
秋
月
胤
永
は
会
津
藩
出
身
。
藩
校
の
日
新
館
や
昌
平
坂
学
問
所
な
ど
で
学
ぶ
。

維
新
後
は
第
一
高
等
中
学
教
諭
や
第
五
高
等
学
校
教
授
な
ど
を
歴
任
。
秋
月
胤

永
に
つ
い
て
は
松
本
健
一
『
秋
月
悌
次
郎

老
日
本
の
面
影
』（
中
公
文
庫
、
二

一
七
七



〇
一
三
年
）
を
参
照
。

（
4
）
根
本
通
明
は
秋
田
久
保
田
藩
出
身
。
藩
校
明
徳
館
教
授
、
学
長
を
務
め
、
維
新

後
は
東
京
帝
国
大
学
の
教
授
と
な
っ
た
。
根
元
通
明
に
つ
い
て
は
三
宅
雄
二
郎

『
偉
人
の
跡
』（
丙
午
出
版
社
、
一
九
一
〇
年
、
一
四
四
頁
〜
一
四
七
頁
）、
村

山
吉
廣
『
漢
学
者
は
い
か
に
生
き
た
か
』（
あ
じ
あ
ブ
ッ
ク
ス
、
大
修
館
書
店
、

一
九
九
九
年
、
三
〇
頁
〜
四
八
頁
）
を
参
照
。

（
5
）『
石
門
先
生
』
序
文
。

（
6
）
広
瀬
淡
窓
お
よ
び
咸
宜
園
に
つ
い
て
は
日
田
郡
教
育
会
『
増
補
淡
窓
全
集
』（
思

文
閣
、
一
九
七
一
年
復
刻
。
以
下
『
淡
窓
全
集
』
と
略
す
）、
中
島
市
三
郎
『
増

補
校
正

教
聖
廣
瀬
淡
窓
の
研
究
』（
第
一
出
版
協
会
、
一
九
三
五
年
）、
工
藤

豊
彦
『
広
瀬
淡
窓
・
広
瀬
旭
荘
』（
叢
書

日
本
の
思
想
家
35
、
明
徳
出
版
社
、

二
〇
一
七
年
）、
田
中
加
代
『
広
瀬
淡
窓
の
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
三

年
）、
海
原
徹
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園

－

こ
と
ご
と
く
皆
宜
し－

』（
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）、
高
橋
昌
彦
『
広
瀬
淡
窓
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇

一
六
年
）、『
講
座
近
代
日
本
と
漢
学

第
二
巻
漢
学
と
漢
学
塾
』（
戎
光
祥
出

版
、
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
7
）『
懐
旧
楼
筆
記
』
巻
二
十
六
（『
淡
窓
全
集
』
上
、
三
三
三
頁
）。『
遠
思
楼
詩
鈔
』

巻
下
、
酔
後
戯
題「
十
八
才
子
会
一
楼
。
中
生
文
甫
在
上
頭
。
三
年
独
帯
塾
長
。

功
成
名
遂
更
優
游
。
生
子
当
如
李
亜
子
。
我
於
阿
雲
亦
云
爾
。
筆
陳
一
掃
三
千

人
。
風
吹
弱
草
斉
委
靡
。
敲
公
廓
公
出
塵
姿
。
円
公
乃
復
白
其
眉
。
観
周
二
師

亦
碩
学
。
金
蘭
相
結
弄
塤
篪
。
石
門
道
者
仏
中
儒
。
右
有
礼
楽
左
詩
書
。
造
次

顚
沛
由
古
訓
。
舜
趨
禹
歩
鞠
躬
如
。
田
大
襟
懐
淡
於
水
。
小
田
強
項
似
山
峙
。

八
郎
敢
忝
旧
儒
家
。
参
義
恰
宜
新
道
士
。
伯
起
千
篇
何
早
速
就
。
青
舟
数
語
或

神
授
。
蘭
渓
真
醇
松
浦
豪
。
小
彦
閑
麗
阿
常
秀
。
凡
此
諸
子
百
夫
英
。
著
鞭
同

期
万
里
行
。
軽
浮
恐
是
迷
岐
路
。
寧
静
知
他
致
遠
程
。
人
生
升
沈
不
可
料
。
今

吾
漫
傚
月
旦
評
。
異
日
囘
頭
思
此
語
。
高
岸
深
谷
幾
遷
更
」（『
淡
窓
全
集
』中
、

三
四
頁
）。

（
8
）『
黒
木
町
史
』（
黒
木
町
、
一
九
九
二
年
）。

（
9
）『
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
』（
第
六
号
、
日
田
市
教
育
員
会
、
二
〇
一

七
年
、
九
頁
〜
二
二
頁
）。

（
10
）『
黒
木
町
史
』（
一
七
九
頁
〜
一
八
三
頁
）。

（
11
）『
黒
木
町
史
』（
二
二
六
頁
〜
二
三
四
頁
）。

（
12
）
鶴
久
二
郎
『
稿
本
八
女
郡
史

増
補
』（
福
岡
県
八
女
郡
役
所
、
一
九
七
二
年
重

刊
。
以
下
『
稿
本
八
女
郡
史
』
と
略
す
）。

（
13
）
馬
渡
家
に
関
し
て
は
、『
稿
本
八
女
郡
史
』
医
家
伝
（
五
頁
〜
十
四
頁
）
を
参
照
。

（
14
）
高
山
畏
齋
に
関
し
て
は
、『
稿
本
八
女
郡
史
』
文
学
列
伝
（
十
八
〜
二
二
頁
）
を

参
照
。

（
15
）『
稿
本
八
女
郡
史
』
医
家
伝
（
十
三
頁
〜
十
四
頁
）
に
は
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）

に
定
め
ら
れ
た
「
楽
山
亭
塾
定
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
16
）『
稿
本
八
女
郡
史
』
医
家
伝
（
十
三
頁
）。

（
17
）
亀
井
昭
陽
に
つ
い
て
は
荒
木
見
悟
『
亀
井
南
冥
・
亀
井
昭
陽
』（
叢
書

日
本
の

思
想
家
27
、
明
徳
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
を
参
照
。

（
18
）
亀
井
南
冥
に
つ
い
て
は
荒
木
見
悟
『
亀
井
南
冥
・
亀
井
昭
陽
』
を
参
照
。

（
19
）
広
瀬
旭
荘
に
つ
い
て
は
工
藤
豊
彦
『
広
瀬
淡
窓
・
広
瀬
旭
荘
』
を
参
照
。

（
20
）『
淡
窓
日
記
』
巻
十
八
、
文
政
五
年
五
月
十
八
日
「
柳
川
僧
徳
溟
、
及
弟
徳
令
入

門
」
と
あ
る
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
五
四
頁
）。
ま
た
『
入
音
簿
』
に
よ
れ
ば
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徳
令
の
紹
介
者
は
近
藤
小
三
郎
で
あ
る
（『
淡
窓
全
集
』
下
、「
入
門
簿
」
巻
十

四
）。

（
21
）『
淡
窓
日
記
』
巻
十
八
、
五
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
五
六
頁
〜
二

六
六
頁
）。

（
22
）『
淡
窓
日
記
』
巻
十
九
、
七
月
四
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
五
九
頁
）。

（
23
）『
淡
窓
日
記
』
巻
十
九
、
八
月
七
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
六
一
頁
）。

（
24
）『
淡
窓
日
記
』
巻
十
九
、
八
月
二
十
七
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
六
三
頁
）。

（
25
）『
淡
窓
日
記
』
巻
十
九
、
八
月
二
十
九
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
六
三
頁
）。

（
26
）『
淡
窓
日
記
』
巻
十
九
、
九
月
十
九
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
六
五
頁
）。

（
27
）『
淡
窓
日
記
』
巻
十
九
、
九
月
二
十
五
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
六
六
頁
）。

（
28
）『
淡
窓
日
記
』
巻
十
九
、
十
月
二
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
六
六
頁
）。

（
29
）『
淡
窓
日
記
』
巻
十
九
、
十
月
二
十
七
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
六
八
頁
）。

（
30
）『
淡
窓
日
記
』
巻
十
九
、
十
一
月
十
三
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
六
八
頁
）。

（
31
）『
淡
窓
日
記
』
巻
十
九
、
十
一
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
六
九
頁
）。

（
32
）『
淡
窓
日
記
』
巻
十
九
、
十
二
月
十
二
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
七
〇
頁
）。

（
33
）『
遠
思
楼
日
記
』
巻
二
、
九
月
二
十
七
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
九
四
頁
）。

（
34
）『
遠
思
楼
日
記
』
巻
二
、
十
月
二
十
三
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
九
六
頁
）。

（
35
）『
遠
思
楼
日
記
』
巻
二
、
十
一
月
七
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
九
七
頁
）。

（
36
）『
遠
思
楼
日
記
』
巻
二
、
十
一
月
二
十
七
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
二
九
九
頁
）。

（
37
）『
遠
思
楼
日
記
』
巻
三
、
四
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
一
二
頁
）。

（
38
）『
遠
思
楼
日
記
』
巻
四
、
八
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
二
一
頁
）。

（
39
）『
遠
思
楼
日
記
』
巻
四
、
十
月
二
十
七
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
二
六
頁
）。

（
40
）『
遠
思
楼
日
記
』
巻
五
、
四
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
四
一
頁
）。

（
41
）『
遠
思
楼
日
記
』
巻
五
、
四
月
二
十
九
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
四
二
頁
）。

（
42
）『
遠
思
楼
日
記
』
巻
五
、
五
月
四
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
四
二
頁
）。

（
43
）
海
原
徹
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
』、
一
六
四
頁
。

（
44
）
海
原
徹
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
』、
二
九
三
頁
。

（
45
）
海
原
徹
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
』、
九
六
頁
。

（
46
）『
遠
思
楼
日
記
』
巻
六
、
十
一
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
五
七
頁
）。

（
47
）『
懐
旧
楼
日
記
』
巻
二
十
五
、
三
一
七
頁
。

（
48
）
海
原
徹
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
』、
九
六
頁
〜
九
七
頁
。

（
49
）
注
（
7
）
を
参
照
。

（
50
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
一
、
二
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
六
一
頁
〜
三
六

二
頁
。

（
51
）
海
原
徹
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
』、
二
一
七
頁
。

（
52
）
海
原
徹
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
』、
二
一
六
頁
。

（
53
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
一
、
三
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
六
八
頁
）。

（
54
）『
欽
斎
日
暦
』巻
一
、
四
月
二
十
七
日（『
淡
窓
全
集
』中
、
三
七
〇
頁
）。
巻
一
、

五
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
七
二
頁
）。

（
55
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
一
、
六
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
七
四
頁
）。

（
56
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
二
、
七
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
七
六
頁
）。

（
57
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
二
、
八
月
二
十
八
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
八
〇
頁
）。

（
58
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
二
、
九
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
八
二
頁
）。

（
59
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
二
、
十
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
八
五
頁
）。

（
60
）
海
原
徹
『
広
瀬
淡
窓
と
咸
宜
園
』、
二
一
七
頁
。

（
61
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
二
、
十
一
月
二
十
五
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
八
七
頁
）。
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（
62
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
二
、
十
二
月
二
十
一
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
八
九
頁
）。

（
63
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
三
、
正
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
九
三
頁
）。

（
64
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
三
、
三
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
九
八
頁
〜
三
九

九
頁
）。

（
65
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
三
、
二
月
二
十
六
日
（
三
九
五
頁
〜
三
九
六
頁
）。

（
66
）『
欽
斎
日
暦
』巻
三
、
二
月
十
九
日「
徳
令
、
玄
了
之
浮
殿
」（『
淡
窓
全
集
』中
、

三
九
五
頁
）。
二
十
六
日
「
夜
徳
令
帰
塾
」（『
淡
窓
全
集
』
中
、
三
九
六
頁
）。

（
67
）『
欽
斎
日
暦
』巻
三
、
四
月
八
日「
辰
時
発
。
同
行
、
家
君
、
妻
、
謙
吉
、
徳
令
、

相
卿
、
伊
吉
、
婢
皆
、
婢
豊
、
磯
吉
。
凡
十
人
。」（『
淡
窓
全
集
』
中
、
四
〇
〇

頁
）。

（
68
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
三
、
四
月
十
二
日
「
是
日
徳
令
以
母
疾
還
郷
」（『
淡
窓
全
集
』

中
、
四
〇
一
頁
）。

（
69
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
三
、
五
月
三
日
「
徳
令
来
留
塾
出
亡
而

来
也

。」（『
淡
窓
全
集
』
中
、

四
〇
五
頁
）。
五
月
五
日「
使
徳
成
之
徳
令
家
、
告
徳
令
父
、
以
徳
令
来
於
予
家
」

（『
淡
窓
全
集
』
中
、
四
〇
五
頁
）。

（
70
）『
広
瀬
淡
窓
旭
荘
書
翰
集
』
其
二
、
淡
窓
書
翰
（
長
寿
吉
・
小
野
精
一
編
弘
文
堂

書
房
、
一
九
四
三
年
、
七
〇
頁
〜
七
一
頁
）。

（
71
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
四
、
十
一
月
十
九
日
「
徳
令
自
浮
殿
帰
」（『
淡
窓
全
集
』
中
、

四
二
五
頁
）。

（
72
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
四
、
十
一
月
二
十
一
日
「
徳
令
還
郷
」（『
淡
窓
全
集
』
中
、
四

二
六
頁
）。
巻
五
、
正
月
二
十
八
日
「
徳
令
入
塾
」（『
淡
窓
全
集
』
中
、
四
三
一

頁
）。

（
73
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
五
、
二
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
四
三
三
頁
〜
四
三

四
頁
）。

（
74
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
五
、
三
月
二
十
六
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
四
三
五
頁
〜
四
三

六
頁
）。

（
75
）『
欽
斎
日
暦
』
巻
五
、
閏
月
二
十
七
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
四
三
八
頁
）。

（
76
）『
醒
斎
日
暦
』巻
一
、
六
月
二
十
四
日「
徳
令
以
兄
疾
還
郷
」（『
淡
窓
全
集
』中
、

四
七
〇
頁
）。

（
77
）『
醒
斎
日
暦
』
巻
一
、
六
月
二
十
五
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
四
七
〇
頁
）。

（
78
）『
醒
斎
日
暦
』
巻
二
、
九
月
十
八
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
四
七
九
頁
）。

（
79
）『
醒
斎
日
暦
』
巻
二
、
九
月
二
十
八
日
（『
淡
窓
全
集
』
中
、
四
八
〇
頁
）。

（
80
）『
懐
旧
楼
筆
記
』
巻
三
十
、
九
月
二
十
八
日
（『
淡
窓
全
集
』
上
、
三
九
六
頁
）。

（
81
）『
懐
旧
楼
筆
記
』
巻
三
十
三
（『
淡
窓
全
集
』
上
、
四
九
三
頁
）。

（
82
）
学
寮
に
関
し
て
は『
大
谷
大
学
三
百
年
の
歩
み
』（
大
谷
大
学
、
一
九
六
五
年
）、

『
教
団
の
あ
ゆ
み
―
真
宗
大
谷
派
教
団
史
―
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
、

二
〇
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、
学
寮
の
成
立
に
関
し
て
は
、
深
田
虎
雄
「
高

倉
学
寮
草
創
考
」（『
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所

研
究
所
紀
要
』
第
七
号
、

一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。

（
83
）
梶
井
一
暁
「
東
本
願
寺
学
寮
に
お
け
る
学
階
構
造
の
形
成
」（『
日
本
仏
教
教
育

学
研
究
』
第
七
号
、
仏
教
教
育
学
会
、
一
九
九
九
年
、
七
三
頁
〜
九
四
頁
）
を

参
照
。

（
84
）
長
福
寺
に
関
し
て
は
『
大
分
県
指
定
有
形
文
化
財

長
福
寺
本
堂
保
存
修
理
工

事
報
告
書
』（
照
雲
山
長
福
寺
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

（
85
）『
学
寮
講
義
年
鑑
』
天
明
二
年
、
秋
講
「
遊
心
安
楽
道

擬
講

宝
月
」（
真
宗

典
籍
刊
行
会
編
『
真
宗
大
系

続
』
巻
二
十
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
四
四
年
）。
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（
86
）『
懐
旧
楼
日
記
』
巻
二
、
寛
政
元
年
冬
「
此
歳
ノ
冬
ナ
ル
ベ
シ
。
余
カ
四
書
ノ
授

読
已
ニ
終
レ
リ
。
先
考
携
ヘ
テ
長
福
寺
ニ
行
キ
、
住
持
法
幢
上
人
ニ
謁
セ
シ
メ
、

詩
経
ノ
句
読
を
受
ケ
シ
メ
玉
ヘ
リ
。是
門
ヲ
出
テ
師
ニ
従
フ
ノ
始
リ
ナ
リ
」（『
淡

窓
全
集
』
上
、
十
八
頁
〜
十
九
頁
）。『
懐
旧
楼
日
記
』
巻
十
一
、
冬
文
化
二
年

「
豆
田
町
長
福
寺
学
寮
ヲ
借
リ
受
ケ
、
此
年
三
月
十
六
日
ヲ
以
テ
、
彼
ノ
方
ニ

転
居
ス
。
…
中
略
…
。
講
学
ヲ
以
テ
身
ヲ
立
ツ
ル
ノ
業
ト
ス
ル
コ
ト
、
此
時
ヨ

リ
始
マ
レ
リ
。」（『
淡
窓
全
集
』
上
、
一
二
九
頁
）。

（
87
）
雲
華
院
大
含
に
つ
い
て
は
、
湯
谷
祐
三
「
雲
華
院
釈
大
含
信
慶
講
師
（
雲
華
上

人
）
年
譜
稿
」（
民
衆
宗
教
史
研
究
会
『
寺
社
と
民
衆
』
十
号
、
二
〇
一
四
年
、

二
二
頁
〜
五
八
頁
）、「
広
瀬
淡
窓
よ
り
見
た
る
雲
華
上
人
の
人
間
関
係
―
「
雲

華
院
釈
大
含
信
慶
講
師
年
譜
稿
」
補
遺
」（『
名
古
屋
外
国
語
大
学
外
国
語
学
部

紀
要
』
五
〇
号
、
二
〇
一
六
年
、
二
七
六
頁
〜
三
〇
〇
頁
）
を
参
照
。

（
88
）
法
蘭
に
つ
い
て
は
『
日
田
の
先
哲
』（
日
田
市
教
育
員
会
、
一
九
八
四
年
、
二
四

頁
〜
二
六
頁
）
を
参
照
。

（
89
）『
懐
旧
楼
日
記
』
巻
三
（『
淡
窓
全
集
』
上
、
二
六
頁
）。

（
90
）『
淡
窓
日
記
』
巻
七
、
文
政
十
三
年
二
月
十
日
「
釈
大
有
、
入
門
大
含
嫡
子
」（『
増
補

全
集
』
中
、
六
四
頁
）。

（
91
）『
広
瀬
淡
窓
旭
荘
書
翰
集
』
其
二
、
淡
窓
書
翰
（
一
八
九
〜
一
九
〇
頁
）。

（
92
）
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
編
『
條
規
学
則
集
1
・
2
』（
大
谷
大
学
真
宗
総
合

研
究
所
、
一
九
九
一
年
、
二
十
一
〜
二
十
二
頁
）。

（
93
）『
学
寮
講
義
年
鑑
』
に
は
所
化
の
会
読
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
年
鑑

に
記
載
さ
れ
て
い
る
以
外
に
も
多
く
の
会
読
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

（
94
）『
広
瀬
淡
窓
旭
荘
書
翰
集
』
其
二
、
淡
窓
書
翰
（『
広
瀬
淡
窓
旭
荘
書
翰
集
』、
一

九
八
頁
）。

（
95
）「
謙
吉
京
都
ニ
て
拝
晤
」（『
広
瀬
淡
窓
旭
荘
書
翰
集
』、
二
〇
二
頁
〜
二
〇
四

頁
）。

（
96
）
前
掲
書
「
東
本
願
寺
学
寮
に
お
け
る
学
階
構
造
の
形
成
」
を
参
照
。

（
97
）『
上
首
寮
日
記
Ⅱ
』（
真
宗
学
事
資
料
叢
書
、
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
、
一

九
八
八
年
、
一
四
二
頁
）。

（
98
）『
上
首
寮
日
記
Ⅱ
』（
二
三
八
頁
）。

（
99
）『
上
首
寮
日
記
』
九
月
三
十
日
「
一
、
当
時
雲
華
院
講
師
御
留
主
ニ
付
、
当
番
之

史
嗣
講
師
香
樹
院
師
、
新
寮
上
首
江
暫
く
旧
寮
相
摂
候
様
被
仰
聞
候
間
、
御
請

申
上
候
」（『
上
首
寮
日
記
Ⅱ
』、
三
〇
〇
頁
）。

（
100
）『
上
首
寮
日
記
』
十
月
二
十
日
「
一
、
奉
行
・
監
寮
両
人
、
上
首
交
代
之
届
、
白

銀
弐
匁
ツ
ヽ
、
猶
又
当
番
嗣
講
師
弐
朱
・
非
役
之
嗣
講
三
匁
・
擬
講
弐
匁
如
先

例
、
当
時
御
講
師
御
留
主
、
香
樹
院
当
番
、
即
往
院
非
役
ニ
而
在
京
、
擬
講
者

皆
乗
院
師
壱
人
也
」（『
上
首
寮
日
記
Ⅱ
』、
三
〇
二
頁
）。

（
101
）
草
野
顕
之
「
解
説
」（『
上
首
寮
日
記
Ⅰ
』
一
九
八
七
年
、
二
七
五
頁
〜
二
八
九

頁
、『
上
首
寮
日
記
Ⅱ
』、
三
一
二
頁
〜
三
三
四
頁
）
を
参
照
。

（
102
）『
上
首
寮
日
記
Ⅲ
』（
三
頁
）。

（
103
）『
上
首
寮
日
記
Ⅲ
』（
六
頁
）。

（
104
）『
上
首
寮
日
記
』
天
保
十
三
年
十
二
月
十
一
日
「
一
、
論
語
会
読
了
ル
」（『
上
首

寮
日
記
Ⅱ
』、
三
〇
八
頁
）。

（
105
）『
上
首
寮
日
記
』
天
保
十
四
年
七
月
四
日
「
一
、
旧
嗣
講
師
寮
ニ
而
、
徳
令
上
首

退
役
願
御
聞
済
、
後
役
ハ
江
州
得
雄
江
被
仰
付
候
、
新
寮
加
役
寛
量
者
御
重
役

一
八
一



仰
付
候
」（『
上
首
寮
日
記
Ⅲ
』
三
十
三
頁
）。

（
106
）『
上
首
寮
日
記
』
天
保
十
四
年
八
月
四
日
「
徳
令
寮
司
去
り
、
黒
札
ニ
去
年
之
隷

名
無
之
擬
寮
司

平
所
化
、
去
年
之
分
記
し
無
之
間
、
当
役
一
人
残
り
被
居
候
間
、
右
之
様

子
申
上
、
則
法
誠
公
ゟ
一
行
ニ
筆
を
頼
申
置
候
処
記
し
無
之
故
、
一
行
退
寮
願

出
候
へ
も
差
止
メ
、出
来
之
後
退
寮
ニ
相
成
」（『
上
首
寮
日
記
Ⅲ
』三
十
九
頁
）。

（
107
）『
入
門
簿
続
編
』
巻
六
（『
淡
窓
全
集
』
下
、
五
十
八
頁
）。

（
108
）『
入
門
簿
続
編
』
巻
六
（『
淡
窓
全
集
』
下
、
五
十
九
頁
上
段
）。

（
109
）『
入
門
簿
続
編
』
巻
七
（『
淡
窓
全
集
』
六
十
頁
上
段
）。

（
110
）『
広
瀬
淡
窓
旭
荘
書
翰
集
』
其
二
、
淡
窓
書
翰
（
一
九
一
〜
一
九
二
頁
）。

（
111
）『
稿
本
八
女
郡
史
』
文
学
列
伝
（
五
十
七
頁
）
に
「
後
相
国
寺
内
に
寓
居
し
、
傍

ら
儒
学
を
以
て
子
弟
に
教
授
せ
り
、
其
就
て
学
ふ
者
多
く
は
貴
族
な
り
、
人
其

衣
食
に
困
む
を
見
て
、
相
国
寺
の
住
職
た
ら
ん
こ
と
を
勧
む
る
者
あ
り
」
と
あ

る
。
ま
た
「
後
仁
和
寺
宮
の
招
聘
を
蒙
り
侍
講
と
な
れ
り
」
と
も
あ
る
。
こ
の

仁
和
寺
宮
は
第
二
十
九
世
の
不
壊
身
院
（
済
仁
法
親
王
、
寛
政
九
年
﹇
一
七
九

七
﹈
〜
弘
化
四
年
﹇
一
八
四
七
﹈）
と
思
わ
れ
る
。

（
112
）「
藐
姑
射
」
の
姓
は
徳
令
の
没
後
も
使
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
三
十
三
年
（
一
九

〇
〇
）
に
木
屋
の
表
記
に
戻
さ
れ
て
い
る
。

（
113
）『
石
門
先
生
』（
三
十
三
頁
〜
三
十
七
頁
）。

（
114
）『
稿
本
八
女
郡
史
』
文
学
列
伝
（
六
十
三
頁
）。

（
115
）「
修
文
館
規
約
」「
教
科
書
表
」（『
稿
本
八
女
郡
史
』
文
学
列
伝
、
六
〇
頁
〜
六

四
頁
。『
黒
木
町
史
』、
九
七
〇
頁
）
を
参
照
。

（
116
）『
稿
本
八
女
郡
史

増
補
』（
六
十
一
頁
）。

（
117
）『
稿
本
八
女
郡
史

増
補
』（
六
十
四
頁
）。

（
118
）
工
藤
豊
彦
『
広
瀬
淡
窓
・
広
瀬
旭
荘
』。

（
119
）『
再
修
録
』
巻
十
二
（『
淡
窓
全
集
』
下
、
一
二
二
六
頁
）。

（
120
）
入
門
簿
続
編
』
巻
二
十
八
（『
淡
窓
全
集
』
下
、
九
十
三
頁
下
段
）。
入
門
翌
月

の
月
旦
評
で
は
真
三
級
上
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
121
）『
石
門
先
生
』（
四
十
頁
）。

（
122
）「
大
谷
派
本
黌
沿
革
略
」（
九
頁
）。

（
123
）
谷
川
穣
「
維
新
期
の
東
西
本
願
寺
を
め
ぐ
っ
て
」（
明
治
維
新
史
学
会
『
講
座
明

治
維
新
』
十
一
巻
、
有
志
舎
、
二
〇
一
六
年
、
二
一
八
頁
〜
二
四
九
頁
）。

（
124
）「
大
谷
派
本
黌
沿
革
略
」（
十
二
頁
）。

（
125
）『
石
門
先
生
』（
五
十
二
頁
）。

（
126
）『
石
門
先
生
』（
五
九
頁
）。

（
127
）『
筑
後
人
物
便
覧
』（
筑
後
史
談
会
、
一
九
三
五
年
、
一
二
三
頁
）。

（
128
）『
石
門
先
生
』（
六
〇
頁
）。

・
本
稿
は
令
和
元
年
度
咸
宜
園
教
育
セ
ン
タ
ー
の
研
究
奨
励
事
業
に
採
択
さ
れ
た

「
江
戸
時
代
の
漢
学
僧
の
集
書
活
動－

光
善
寺
所
蔵
典
籍
か
ら
み
る
木
屋
徳
令

の
学
問－

」
の
成
果
の
一
部
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
き
も
と

た
く
や
：
人
間
文
化
研
究
所

客
員
研
究
員
）

一
八
二



木

本

拓

哉

藐
姑
射
徳
令
小
伝

第
三
十
一
号

二
〇
二
〇
年

人
間
文
化
研
究
所
年
報

筑
紫
女
学
園
大
学


